
地質調査業務委託 特記仕様書（案） 

 

１ 業務名 

西武中学校校舎建替え工事に伴う地質調査業務 

 

２ 業務の目的 

本業務は、西武中学校校舎建替え工事において必要となる、地質調査を実施するも 

のとする。 

 

３ 業務場所  

入間市大字仏子９６０番地１ 

 

４ 調査の概要 

（１）調査位置 

敷地地盤全体及び建物の予定位置 

（２）調査内容 

   一般的な調査事項は下表のとおりとするが、設計業務の進捗状況により、合理 

的な判断で適宜調査項目の追加等を行ってよいものとする。ただし、最終的な 

調査項目、調査数量等については、着手前に発注者と協議し、決定すること。 

項  目 摘  要 数量 備考 

機械ボーリング 
φ66mm 105m 7 本×15m 

φ116mm 14m  

孔内水平載荷試験  2 回  

標準貫入試験  105 回 7 ヶ所×15 回 

サンプリング デニソンサンプリング 4 本  

室内土質試験 

物理試験 

土粒子密度試験 4 試料  

土の含水比試験 4 試料  

土の粒度試験 

沈降分析 
4 試料 

 

土の液性限界試験 4 試料  

土の塑性限界試験 4 試料  

土の湿潤密度試験 4 試料  

力学試験 
三軸圧縮試験ＵＵ 4 試料  

土の圧密試験 4 試料  

解析等調査業務 地質解析 一式  

 

  



（３）準拠指針、基準等 

    ア 埼玉県地質・土質調査共通仕様書 

    イ 国土交通省：地質調査業務共通仕様書（最新版） 

    ウ 関連ＪＩＳ規格 

    エ 地盤工学会編 ：地盤調査の方法と解説、地盤材料試験の方法と解説、建築 

基礎設計のための地盤調査計画指針 

 

５ 業務の実施 

 （１）一般事項 

    ア 受注者は、業務の実施にあたっては、関係法令等を遵守すること。 

    イ 受注者は、業務の実施にあたっては、発注者と協議を行い、その意図や目 

的を十分に理解した上で適切な人員配置のもとで進めること。 

    ウ 受注者は、業務の進捗に関して、発注者に対して定期的に報告を行い、か 

つ、必要に応じて適宜、調査済みのデータの事前提出を行うこと。 

    エ 受注者は、業務の実施に関し疑義が生じた場合には、速やかに発注者と協 

議を行い、指示を仰ぐこと。 

    オ 受注者は、個人情報の保護に関する法律を遵守し、業務上知り得た個人情 

報等の秘密を他人に漏らしてはならない。なお、業務終了後も同様とする。 

    カ 業務の遂行にあたり、必要な消耗品、交通費、関係者の派遣等に要する費 

用については、受注者の負担とする。 

    キ 業務終了後、受注者の責に帰すべき事由による成果物の不良箇所が発見さ 

れた場合は、受注者は速やかに発注者が必要と認める訂正、補正、その他 

必要な措置を行うものとし、これに要する経費は受注者の負担とする。 

    ク 受注者は、業務の実施にあたり、発注者から必要とする資料の作成を依頼 

されたときは、これに応じるものとする。 

    ケ 業務の遂行上、必要な資料の収集 ・調査 ・検討等は受注者が行うものとす 

る。 

    コ 発注者は、業務において必要な関係資料を受注者に貸与するものとする。 

    サ 受注者は、貸与された関係資料について必要がなくなった場合は直ちに発 

注者に返却するものとする。 

    シ 受注者は、貸与された関係資料を業務遂行以外の目的に使用してはならな 

い。 

    ス 受注者は、貸与された関係資料を丁寧に扱わなければならない。万一、損 

傷又は汚損した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するもの 

とする。 

    セ 発注者が必要と認めたときは、業務の変更または停止を命ずることができ 

る。この場合の変更については、協議の上、契約金額を増減する。 

    ソ 本業務の作業中に第三者に損害等を与えた場合は、全て受注者の負担とす 

る。 



    タ 業務において送信する電子メール、電子メールに添付する電子ファイル及 

び成果品については、コンピュータウイルス感染に対する予防、検出及び 

駆除のための最新処理を実施するものとする。 

    チ 業務の実施にあたり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、直ちにそ 

の状況を発注者に報告する。その後の措置については、発注者の指示に従 

う。また、当該埋蔵物の発見者としての権利は、法律の定めるところによ 

り、発注者が保有する。 

 （２）打合せ及び議事録 

    ア 受注者は、業務の実施にあたり、発注者と綿密な連絡を取り、協議 ・打合 

せを行うものとする。 

    イ 業務を適正かつ円滑に実施するため、受注者は協議 ・打合せに際し、打合 

せ記録簿等を作成し、発注者に提出するものとする。 

    ウ 本業務に関する発注者との打合せは随時行うものとし、原則として入間市 

役所庁舎内で行うこと。 

 

６ 成果品 

・調査結果報告書（製本３部及び電子データ） 

・土質標本 一式 

 

７ その他 

  本特記仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに発注者と協 

議を行い、定めるものとする。 


